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○栃木市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則 

平成２２年３月２９日 

規則第１１９号 

改正 平成２３年９月１５日規則第４６号 

平成２４年１０月２２日規則第３７号 

平成２５年１２月２６日規則第５７号 

平成２６年２月２５日規則第８号 

平成２７年１２月１８日規則第５９号 

平成３０年９月２７日規則第３７号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、栃木市ひとり親家庭医療費助成に関する条例（平成２２年栃木市条例第１４１号。

以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（条例第２条第１項第１号の規則で定める者） 

第２条 条例第２条第１項第１号の規則で定める者は、次に掲げる者をいう。 

(1) 配偶者が児童扶養手当法施行令（昭和３６年政令第４０５号）別表第２に定める程度の精神又

は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている者 

(2) 配偶者が法令により引き続き１年以上拘禁されているためその扶養を受けることができない者 

(3) 婚姻によらないで父又は母となった者であって、現に婚姻をしていないもの 

(4) 配偶者の生死が明らかでない者 

(5) 配偶者から引き続き１年以上遺棄されている者 

(6) 配偶者が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成１３年法律第３１

号）第１０条第１項の規定による命令を受けた者 

（平２４規則３７・平２５規則５７・一部改正） 

（受給資格者証の交付申請） 

第３条 条例第２条第５項の規定による受給資格者証の交付を受けようとする者は、ひとり親家庭医療

費受給資格者証交付申請書（別記様式第１号）に次の書類を添付し、市長に申請しなければならない。 

(1) 児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）第３条第２項各号に掲げる公的年金各法による

遺族年金等の公的年金又は同法による児童扶養手当の支給を受けている者にあっては、年金証書の

写し又は手当証書の写し 

(2) 前号に定める公的年金又は児童扶養手当の未受給者にあっては、次に掲げる書類 

ア 戸籍の謄本又は抄本 

イ 世帯全員の住民票 

ウ 受給資格者が父又は母の場合は、その監護する児童の父又は母から当該児童について扶養義務

を履行するための費用として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得（以下「養育費」とい
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う。）に関する申告書 

エ 前条第１号に規定する者にあっては、医師の診断書 

オ 前条第２号に規定する者にあっては、刑務所、拘置所等その事実を証明する官公署の書類 

カ 前条第３号から第５号までに規定する者及び父母のない児童を扶養する者にあっては、民生委

員の証明 

キ 前条第６号に規定する者にあっては、その事実を明らかにする書類 

(3) 受給資格者、扶養義務者又は受給資格者の配偶者がその年（１月から１０月までの間に申請す

る場合においては、前年）の１月１日において市内に住所を有しなかったときは、その者の１月１

日現在の住所地の市町村長の前年（１月から１０月までの間に申請する場合においては、前々年）

の所得額の証明書 

（平２４規則３７・平３０規則３７・一部改正） 

（受給資格者証の交付） 

第４条 市長は、前条の規定により申請した者が、条例第３条に該当し、かつ、条例第４条に該当しな

いときは、当該申請者に、ひとり親家庭医療費受給資格者証（別記様式第２号。以下「受給資格者証」

という。）を交付するものとする。 

２ 受給資格者証を破損し、又は亡失したときは、ひとり親家庭医療費受給資格者証再交付申請書（別

記様式第３号）を市長に提出し、再交付を受けなければならない。 

（受給資格者証の有効期限） 

第５条 受給資格者証の有効期限は、申請日の属する月の初日（更新においては１１月１日）から翌年

１０月３１日（１月１日から１０月３１日までの間に受給資格者証の交付を受けた場合においては、

当年１０月３１日）までとする。ただし、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第２２条に規

定する転入をした日（以下「転入日」という。）の属する月中に申請した者又は県内他市町村で受給

資格者証の交付を受けていた者で、転入日の属する月の翌月であっても転入日から起算して１５日以

内に申請したものについては、助成要件に該当した日から適用する。 

２ 前項ただし書の場合において、転入日及び助成要件に該当した日が申請日の属する月と同じ月中に

属する場合は、いずれか後の日から適用する。 

３ 条例第３条の規定による助成対象者である者が月の中途で受給資格を喪失した場合の有効期限は、

その事実発生の日までとする。 

（平３０規則３７・一部改正） 

（受給資格者証の更新等） 

第６条 受給資格者証の交付を受けている受給資格者は、毎年８月１日から同月３１日までの間に、ひ

とり親家庭医療費受給資格者証更新申請書（別記様式第４号）を提出しなければならない。ただし、

市長が公簿等により所得の状況を確認することができるときは、この限りでない。 

２ 市長は、前項の規定によるひとり親家庭医療費受給資格者証更新申請書の審査又は公簿の確認をし
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た結果条例第４条の規定に該当しないときは、申請者等に受給資格者証を交付するものとする。 

（受給資格者証の提示） 

第７条 助成対象者が医療を受けるときは、医療機関等に受給資格者証を提示するものとする。 

（助成の申請） 

第８条 条例第５条に規定する助成を受けようとするときは、ひとり親家庭医療費助成申請書（別記様

式第５号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請方法は、郵送又は市の窓口持参のいずれかによるものとする。 

（助成の決定） 

第９条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成の額を決定し

て助成するものとする。 

（届出事項） 

第１０条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ひとり親家庭医療費受給資格内容等

変更届（別記様式第６号）に受給資格者証を添えて、市長に届け出なければならない。 

(1) 助成対象者が、出生し、又は死亡したとき。 

(2) 助成対象者が、市の区域外に転出したとき。 

(3) 助成対象者が、受給資格者の扶養又は養育を受けなくなったとき。 

(4) 助成対象者が、医療保険各法の被保険者若しくは被扶養者でなくなったとき、又は適用を受け

るべき医療保険各法を異にしたとき。 

(5) 助成対象者の氏名又は住所等受給資格者証記載事項に変更があったとき。 

(6) 助成対象児童が満１８歳に達する日以後の最初の３月３１日が経過したとき。 

（受給資格者証の返還） 

第１１条 受給資格者は、助成対象者のすべての者が助成を受ける資格を喪失したときは、速やかに受

給資格者証を市長に返還しなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２２年３月２９日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の栃木市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則

（昭和５０年栃木市規則第２号）、大平町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則（昭和５

１年大平町規則第６号）、藤岡町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則（昭和５１年藤岡

町規則第７号）又は都賀町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則（昭和５１年都賀町規則

第１３号）の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりな

された手続その他の行為とみなす。 

（西方町の編入に伴う経過措置） 
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３ 西方町の編入の日の前日までに、編入前の西方町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則

（平成１４年西方町規則第１２号）の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定

によりなされた手続その他の行為とみなす。 

（平２３規則４６・追加） 

（岩舟町の編入に伴う経過措置） 

４ 岩舟町の編入の日の前日までに、編入前の岩舟町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則

（昭和５１年岩舟町規則第１３号）の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定

によりなされた手続その他の行為とみなす。 

（平２６規則８・追加） 

附 則（平成２３年規則第４６号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２３年１０月１日から施行する。 

（栃木市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

４ この規則の施行の際現に第４条の規定による改正前の栃木市ひとり親家庭医療費助成に関する条

例施行規則別記様式第５号により作成されている書類は、当分の間、適宜修正の上使用することがで

きる。 

附 則（平成２４年規則第３７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の栃木市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成２４

年８月１日以後に受けた保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る助成に

ついては、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際現に改正前の栃木市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則別記様式

第１号及び別記様式第６号により作成されている書類は、当分の間、適宜修正の上使用することがで

きる。 

附 則（平成２５年規則第５７号） 

この規則は、平成２６年１月３日から施行する。 

附 則（平成２６年規則第８号） 

この規則は、平成２６年４月５日から施行する。 

附 則（平成２７年規則第５９号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 

（栃木市ひとり親医療費助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置） 
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４ この規則による改正後の栃木市ひとり親医療費助成に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の

申請書及び届から適用し、施行日前になされた申請書及び届については、なお従前の例による。 

附 則（平成３０年規則第３７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成３０年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に改正前の栃木市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定に

より交付されたひとり親家庭医療費受給資格者証は、改正後の栃木市ひとり親家庭医療費助成に関す

る条例施行規則の相当規定により交付されたものとみなす。 
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別記様式第１号（第３条関係） 

（平２７規則５９・全改） 

別記様式第２号（第４条関係） 

別記様式第３号（第４条関係） 

（平２７規則５９・全改） 

別記様式第４号（第６条関係） 

（平２７規則５９・全改） 

別記様式第５号（第８条関係） 

（平２３規則４６・全改、平２７規則５９・一部改正） 

別記様式第６号（第１０条関係） 

（平２７規則５９・全改） 

 


